
農
地

利
用

最
適

化
推

進
委

員
の

状
況

に
つ

い
て

令
和

２
年

８
月

６
日
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農
業
委
員
会
制
度
の
概
要

農
業

委
員

（
業

務
）

・
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進
に
加
え
、
農
地
法
等

に
よ
り
そ
の

権
限

に
属

さ
れ

た
事

項
（
農

地
の

売
買

・
貸

借
の

許
可

、
農

地
転

用
案

件
へ

の
意

見
具

申
な
ど
）
に
関

す
る
業
務

（
選

出
方

法
）

・
市

町
村

議
会

の
同

意
を
要

件
と
す
る
市

町
村

長
の

任
命

旧
制
度

新
制
度
１
期
⽬

新
制
度
２
期
⽬

R1
年
度

R2
年
度
（
改
選
予
定
）

R3
年
度
（
改
選
予
定
）

農
業
委
員
会
数

1,
70
3

1,
70
3

28
7

（
1,
70
3の

う
ち
17
%
）

1,
18
7

（
1,
70
3の

う
ち
70
%
）

22
9

（
1,
70
3の

う
ち
13
%
）

農
業
委
員
数

35
,0
60

23
,2
77

23
,1
25

-
-

推
進
委
員
数

-
17
,8
40

17
,7
70

-
-

合
計

35
,0
60

41
,1
17

40
,8
95

-
-

【
農

業
委

員
会

の
状

況
】

資
料
：
農

林
水

産
省
及

び
全

国
農
業

会
議

所
調
べ

※
農

業
委

員
会

数
は

、
各

年
度
10

月
現
在
の

デ
ー
タ

※
R1

年
度

の
農

業
委

員
数

及
び
推

進
委

員
数

は
1,
70

3委
員

会
の

人
数

農
地

利
用

最
適

化
推

進
委

員

（
業

務
）

・
農

地
等

の
利

用
の

最
適

化
の

推
進

に
関

す
る
業

務
に

専
念

し
、
担

当
す
る
地

区
に
お
い
て
、
農

業
委

員
や

農
地

中
間

管
理

機
構

と
連

携
し
な
が

ら
積

極
的

な
現

場
活

動
を

実
施

（
選

出
方

法
）

・
農

業
委

員
会
の
委
嘱

○
農
業
委
員
会
は
、
農
地
法
に
基
づ
く
農
地
の
売
買
・
貸
借
の
許
可
、
農
地
転
用
案
件
へ
の
意
見
具
申
な
ど
に
加
え
、

農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進
に
関
す
る
事
務
を
執
行
す
る
行
政
委
員
会
と
し
て
、
市
町
村
に
設
置
。

○
農
地
利
用
の
最
適
化
（
担
い
手
へ
の
農
地
集
積
・
集
約
化
等
）
を
よ
り
良
く
果
た
せ
る
よ
う
、
農
業
委
員
の
選
出
方
法

の
変
更
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の
新
設
等
を
内
容
と
し
て
農
業
委
員
会
法
を
改
正
（H

28
年

４
月

施
行

）
。

H3
0年

10
月
に
全
委
員
会
が
新
制
度
へ
の
移
行
を
完
了
。
R1

年
度
か
ら
、
新
制
度
２
期
目
の
改
選
が
行
わ
れ
て
い
る
。

１
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農
業
委
員
会
の
改
革
①
（
業
務
の
重

点
化

）

農
地
利
用
の
最
適
化
（
担
い
手
へ
の
農
地
利
用
の
集
積
・
集
約
化
、
遊
休
農
地
の
発
生
防
止
・
解
消
、

新
規
参
入
の
促
進
）
を
強
力
に
進
め
て
い
く
た
め
に

改
正

前

【
必

須
業

務
】

①
農
地
法
等
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
た
事
項

②
農

地
等

の
利

用
の

最
適

化
（
担

い
手

へ
の

農
地

利
用

の
集

積
・
集

約
化

、
遊

休
農

地
の

発
生

防
止

・
解

消
、
新

規
参

入
の

促
進

）
の

推
進

【
任

意
業

務
】

③
法

人
化

そ
の

他
の

農
業

経
営

の
合

理
化

④
農

業
に
関

す
る
調

査
及

び
情

報
提

供

【
必

須
業

務
】

①
農
地
法
等
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
た
事
項

【
任

意
業

務
】

②
担
い
手

へ
の
農
地
集
積
･集

約
化
、
遊

休
農

地
の

発
生

防
止

･解
消

③
法

人
化

そ
の

他
農

業
経

営
の

合
理

化

④
農
業
等
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究

⑤
農

業
及

び
農

民
に
関

す
る
情

報
提

供

⑥
農

業
及

び
農

民
に
関

す
る
事

項
に
つ
い
て
の

意
見

公
表

、
行

政
庁

へ
の

建
議

又
は

諮
問

へ
の

答
申

任
意
業
務
か
ら

必
須
業
務
に

位
置
づ
け
る

農
地

利
用

の
最

適
化

に
関

す
る
施

策
に
つ
い
て
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
（
計

画
・
実

行
・
評

価
・
改

善
）
サ

イ
ク
ル

を
回

し
て
改

善
し
て
い
く
た
め
、

必
要

が
あ
る
場

合
に
は

、
関

係
行

政
機

関
に
対

し
施

策
の

改
善

意
見

を
提

出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

法
的
根
拠
が
な
く
て

も
行
え
る
た
め
、
法

令
業
務
か
ら
削
除

改
正

後

２
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農
業

委
員

会
の
改

革
②

（
農

地
利

用
最

適
化

推
進

委
員

の
新

設
）

具
体

的
業

務

・
人

･農
地

プ
ラ
ン
な
ど
、
地

域
の

農
業

者
等

の
話

合
い
を
推

進
・

農
地

の
出

し
手

･受
け
手

へ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
を
行

い
、
農

地
利

用
の

集
積

･集
約

化
を
推

進
・

遊
休

農
地

の
発

生
防

止
と
解

消
を
推

進
・

こ
の
た
め
、
農
地
中
間
管
理
機
構
と
密
接
に
連
携

現
在
の
農
業
委
員
会
の
機
能
が
、
委
員
会
と
し
て
の
決
定
行
為
、
各
委
員
の
地
域
で
の
活
動
の
２
つ
に
分
け
ら
れ
る

こ
と
を
踏
ま
え
、
そ
れ
ぞ
れ
が
的
確
に
機
能
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
に

改
正

前
改

正
後

○
農

業
委

員
が

、
そ
れ

ぞ
れ

①
農
地
の
権
利
移
動
の
許
可
等
の

「
合
議
体
と
し
て
の
決
定
行
為
」
と

②
担
い
手
へ
の
農
地
利
用
の
集
積
・

集
約

化
、
遊

休
農

地
の

発
生

防
止

・
解
消
等
の
「
地
域
に
お
け
る
現
場
活
動
」

の
両
方
を
実
施
。

○
②
の
現
場
活
動
が
必
ず
し
も
う
ま
く

い
か
ず
、
遊
休
農
地
が
増
加
し
た
り
、

担
い
手

へ
の
農
地
利
用
の
集
積
･集

約
化

が
円
滑
に
進
ま
な
い
こ
と
が
あ
る
。

選
出

方
法

農
業

委
員

会
は

、
農

業
委

員
会

が
定

め
る
区

域
ご
と
に
推

薦
･公

募
を
実

施

農
業

委
員

会
は

、
推
薦
･公

募
の
情
報
を
整
理
し
、
公
表

農
業

委
員

会
は

、
推
薦
･公

募
の
結
果
を
尊
重

農
業

委
員
会
が
委
嘱

○
現

場
活

動
を
積

極
的

に
行

う
た
め
、
主

に
合

議
体

と
し
て
の

意
思

決
定

を
行

う
農

業
委

員
と
は

別
に
、
原

則
と
し
て
、
農

地
利

用
最

適
化

推
進

委
員

を
設

置
。

農
業
委
員
と
推
進
委
員
は
密
接
に
連
携
。

○
推

進
委

員
は

、
自

ら
の

担
当

区
域

に
お
い
て
、
担

い
手

へ
の

農
地

利
用

の
集

積
･集

約
化

、
遊

休
農

地
の

発
生

防
止

･解
消

等
の

地
域

に
お
け
る
現

場
活

動
を
行

う
。

○
推

進
委

員
の

定
数

は
、
政

令
で
定

め
る
基

準
に
従

い
条

例
で
定

め
る
。

３
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農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の
配
置
状
況

○
農

業
委

員
会

等
に
関

す
る
法

律
施
行
令
（
昭
和
２
６
年
政
令
第
７
８
号
）

（
農
業
委
員
会
の
推
進
委
員
の
定
数
の
基
準
）

第
８
条

法
第
１
８
条
第
２
項
の
政
令
で
定
め
る
定
数
の
基
準
は
、
農
業
委
員
会
の
区
域
内
の
農
地
面
積
の
ヘ
ク
タ
ー
ル
数

を
百
で
除
し
て
得
た
数
（
略
）
以
下
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

※
新

制
度

移
行

時
の

農
業

委
員

会
の

状
況

調
査

よ
り
（
全

国
農

業
会

議
所

調
べ

）
。

※
全
国

1,
70

3 農
業
委
員
会
で
新
制
度
へ
の
移
行

が
完

了
し
た
平

成
30

年
10

月
１
日

時
点
。

○
推
進
委
員
を
設
置
し
て
い
る
農
業
委
員
会
数

：
1,

70
3委

員
会

中
1,

35
5委

員
会

○
1,

35
5委

員
会
に
お
け
る
政
令
の
基
準
に
基
づ
く
推
進
委
員
の
定
数
上
限
の
合
計

：
35

,4
20

人

○
1,

35
5委

員
会
に
お
け
る
推
進
委
員
の
実
数
の
合
計

：
17

,8
40

人
（
定

数
上

限
の

約
５
割

）

4 

49
 

10
0 

12
0 

12
8 

13
2 

12
6 

10
0 

12
7 

67
 

40
2 

0
20

0
40

0
60

0
80

0
1,

00
0

1,
20

0
1,

40
0

（
委

員
会

数
）

政
令

の
基

準
で
定

め
る
定

数
上

限
に
対

す
る
実

際
の

定
数

の
割

合
毎

の
農

業
委

員
会

数

10
％
未
満

10
～

20
％
未
満

20
～

30
％
未
満

30
～

40
％
未
満

40
～

50
％
未
満

50
～

60
％
未
満

60
～

70
％
未
満

70
～

80
％
未
満

80
～

90
％
未
満

90
～

10
0％

未
満

10
0%

政
令
の
基
準
に
基
づ
く
定
数
上
限
ま
で
置
い
て
い
な
い

政
令
の
基
準
に
基
づ
く

定
数
上
限
ま
で
置
い
て
い
る

４
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機
密

性
○

情
報

○
○

限
り

令
和

２
年

８
月

６
日

国
有

農
地

等
の

取
扱

に
つ

い
て

22

重点番号22：旧農地法に基づく国有農地等に関する制度及び運用の見直し（農林水産省）



１
国

有
農

地
等

の
概

要

○
「
国

有
農

地
等

」
と

は
、

戦
後

間
も

な
く
、

自
作

農
の

創
設

等
を

目
的

に
、

旧
自

作
農

創
設

特
別

措
置

法
等

に
基

づ
き

国
が

買
収

し
た

土
地

等
で

あ
り

、
平

成
3
0
年

度
末

に
お

い
て

4
,0

3
0
h
a保

有
し

て
い

る
。

○
国

有
農

地
等

は
、

そ
の

取
得

経
緯

か
ら

「
国

有
農

地
」
と

「
開

拓
財

産
」
に

区
分

さ
れ

、
そ

の
管

理
は

農
地

法
等

の
規

定
に

基
づ

き
、

法
定

受
託

事
務

と
し

て
都

道
府

県
が

行
っ

て
い

る
。

国
有

農
地

：
戦

後
農

業
生

産
力

の
発

展
と

農
村

の
民

主
化

の
促

進
の

た
め

、
国

が
不

在
村

地
主

等
か

ら
買

収
し

た
農

地
等

開
拓

財
産

：
食

糧
増

産
と

帰
農

促
進

の
た

め
、

国
が

買
収

し
た

山
林

原
野

、
所

管
換

・
所

属
替

を
受

け
た

土
地

等

○
国

有
農

地
等

に
つ

い
て

は
、

早
期

に
処

分
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。

制
度

の
仕

組
み

国
有

農
地

（
60
1h

a）

開
拓

財
産

（
3,
42
9h

a）

不
在

村
地

主
等

の
農

地
等

開
墾

に
適

し
た

山
林

原
野

等

国
が

買
収

等

国
が

買
収

等

【
農

業
利

用
】

・
農

業
者

で
あ

る
借

受
人

へ
売

却
・
入

札
等

に
よ

り
農

業
者

へ
売

却

【
農

業
利

用
】

・
道

水
路

と
し

て
、

市
町

村
等

へ
譲

与

【
非

農
業

利
用

】

・
買

収
前

の
所

有
者

等
へ

売
却

・
財

務
省

へ
引

継
ぎ

・
旧

所
管

庁
へ

返
却

都
道

府
県

が
管

理

国 が 処 分

都
道

府
県

が
処

分

【
取

得
】

【
管

理
】

【
処

分
】

計
4
,0

3
0 

h
a

(平
成

3
0
年

度
末

）
１

過
去
5年

間
の

処
分

実
績

（
ｈ

ａ
）

44
 

17
 

16
 

12
 

9 

11
 

7 
14

 

8 
21

 

5

22

37

30

25

1

15

1

2

18

01020304050607080

平
成
26

年
平

成
27

年
平

成
28

年
平

成
29

年
平

成
30

年

所
管

換

引
継

譲
与

売
払

71

52

68
61

73
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２
取

得
時

効
の

完
成

と
自

作
農

財
産

紛
争

処
理

等
連

絡
協

議
会

に
つ

い
て

⾃
作
農
財
産
紛
争
処
理
等

連
絡
協
議
会

（
⾃
作
農
財
産
紛
争
処
理
等
連
絡
協
議

会
の
設
置
運
営
に
つ
い
て
（
通
知
）
）

１
．
委
員

・
所
在
地
を
管
轄
す
る
法
務
局
、
地
⽅

農
政
局
、
都
道
府
県

※
法
務
局
訟
務
部
⻑
、
地
⽅
農
政
局
の
担

当
部
⻑
は
、
代
表
委
員

２
．
開
催

・
代
表
委
員
で
あ
る
地
⽅
農
政
局
の
担

当
部
⻑
の
招
集
に
よ
り
開
催

３
．
付
議
事
項

・
筆
界
の
確
定
、
所
有
権
の
確
認
を
求
め

る
訴
え
の
提
起
の
適
否

・
国
の
取
得
時
効
、
国
の
債
権
の
消
滅
時

効
、
占
有
者
の
取
得
時
効
の
完
成
の
判

断
等

⼿
続

取
得
時
効
の
取
扱
い

（
⾃
作
農
財
産
に
係
る
取
得
時
効
の

取
扱
い
に
つ
い
て
（
通
知
）
）

１
．
処
理
基
準

占
有
者
か
ら
取
得
時
効
の
完
成
を
主
張

さ
れ
、
証
拠
書
類
等
か
ら
時
効
が
完
成
し

て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
協
議

会
に
付
議
す
る
。

２
．
処
理
⼿
続

①
時
効
取
得
を
主
張
す
る
者
は
、
都
道
府

県
に
対
し
、
申
出
書
に
次
の
必
要
書
類
を

添
付
し
て
提
出

ア
不
動
産
登
記
事
項
証
明
書

イ
地
図
等

ウ
住
⺠
票

エ
境
界
等
に
係
る
隣
接
地
主
の
確
認
書

オ
占
有
及
び
利
⽤
状
況
を
証
明
す
る
資
料 等

②
審
査

ア
都
道
府
県
は
、
占
有
の
始
期
、
占
有
の

事
実
等
取
得
時
効
の
完
成
の
有
無
の
判
断

に
必
要
な
事
実
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
、

資
料
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
を
審
査

イ
必
要
に
応
じ
て
、
現
地
調
査
⼜
は
関
係

者
の
意
⾒
聴
取
を
実
施

２

時
効
の
完
成
が

認
め
ら
れ
た

証
明
書
類
等
か
ら
取
得
時
効
の
完

成
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
協
議
会

へ
の
付
議
に
当
た
り
法
務
局
と
事

前
打
合
せ都
道
府
県

○
占
有
者
か
ら
の
申
出
書
の
受

付
・
事
前
審
査

○
法
務
局
と
の
事
前
打
合
せ

○
法
務
局
と
打
合
せ

（
協
議
会
付
議
の
決
定
、
開
催
⽇
程
等
）

○
協
議
会
の
開
催
⼿
続

・
財
産
台
帳
か

ら
除
却

・
所
有
権
移
転

登
記
等

了
し
た
場
合
関
係
資
料
送
付

・
返
還
請
求

・
損
害
⾦
請
求 等

認
め
ら
れ
な

か
っ
た

取
得
時
効
の
場
合
、
所
有

の
意
思
を
も
っ
て
平
穏
か

つ
公
然
と
占
有
し
て
い
る

か
ど
う
か
等
を
審
議
・
判

断

○
国

有
農

地
の

占
有

者
か

ら
民

法
1
6
2
条

の
取

得
時

効
の

完
成

を
主

張
さ

れ
、

証
拠

書
類

等
か

ら
時

効
が

完
成

し
て

い
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
は

、
自

作
農

財
産

紛
争

処
理

等
連

絡
協

議
会

へ
付

議
し

、
そ

の
意

見
を

求
め

て
処

理
す

る
こ

と
で

当
該

事
案

を
迅

速
に

解
決

。

○
本

協
議

会
は

、
地

方
農

政
局

が
法

務
局

と
付

議
事

案
の

決
定

と
日

程
調

整
を

し
て

開
催

（
最

近
５

年
間

の
実

績
：
全

国
で

合
計

1
2
回

開
催

）
。

○
協

議
会

で
取

得
時

効
の

完
成

が
認

め
ら

れ
た

も
の

は
、

国
有

財
産

台
帳

か
ら

の
除

却
と

所
有

権
の

移
転

の
登

記
を

行
い

、
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
も

の
は

、
返

還
請

求
や

損
害

金
の

請
求

等
の

処
理

（
申

出
者

は
結

果
に

不
服

が
あ

る
場

合
訴

え
の

提
起

が
で

き
る

）
。

地
⽅
農
政
局

24



【
参

考
】

欄
外

登
記

（
耳

登
記

）
に

つ
い

て

【
欄

外
登

記
の

事
例

】

○
自

作
農

創
設

特
別

措
置

法
に

基
づ

く
買

収
は

、
極

め
て

短
期

間
に

し
か

も
大

量
に

行
わ

れ
、

こ
れ

に
伴

う
登

記
事

務
が

膨
大

と
な

っ
た

こ
と

か
ら

、
登

記
官

が
登

記
用

紙
へ

所
有

権
の

移
転

の
事

実
を

逐
一

記
入

す
る

こ
と

が
事

実
上

困
難

と
な

っ
て

い
た

。

○
そ

こ
で

被
買

収
者

か
ら

農
水

省
へ

の
所

有
権

の
移

転
の

登
記

は
、

登
記

用
紙

の
表

題
部

の
欄

外
に

「
自

農
法

に
よ

る
買

収
登

記
嘱

託
書

綴
込

帳
第

○
冊

第
○

丁
」
な

ど
と

記
載

す
る

こ
と

に
よ

り
、

登
記

用
紙

の
所

有
者

欄
（
甲

区
欄

）
へ

の
所

有
者

を
農

水
省

と
す

る
記

載
を

原
則

省
略

す
る

特
例

が
定

め
ら

れ
た

。
こ

の
欄

外
へ

の
記

載
が

い
わ

ゆ
る

「
欄

外
登

記
」
・
「
耳

登
記

」
と

呼
ば

れ
て

い
る

。
（
事

例
参

照
）

○
被

買
収

者
か

ら
の

相
続

、
土

地
の

売
却

等
の

際
、

こ
の

欄
外

登
記

が
看

過
さ

れ
、

国
（
農

水
省

）
の

所
有

権
が

認
知

さ
れ

な
い

ま
ま

、
被

買
収

者
か

ら
第

三
者

へ
の

所
有

権
の

移
転

の
登

記
が

行
わ

れ
た

場
合

に
は

、
二

重
登

記
と

な
る

。

自
農
法
に
よ
る
買
収
登
記
嘱
託
書
綴
込
帳
第
一
冊
第
一
五
八
丁

（
参

考
条

文
）

○
自
作
農
創
設
特
別
措
置
登
記
令
（
昭
和
2
2
年
勅
令
第
7
9
号
・
昭
和
2
7
年
農
地
法
施
行
令
に
よ
る
廃
止
前
の
も
の
）

第
1
0
条

登
記

官
吏

は
、

第
５

条
の

登
記

の
嘱

託
書

を
受

理
し

た
と

き
は

、
第

２
条

第
１

号
、

第
２

号
又

は
第

３
号

に
掲

げ
る

綴
込

帳
に

受
付

番
号

の
順

序
に

従
い

、
こ

れ
を

編
綴

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

②
前

項
の

規
定

に
よ

り
嘱

託
書

が
編

綴
さ

れ
た

と
き

は
、

当
該

綴
込

帳
は

、
こ

れ
を

登
記

簿
の

一
部

と
み

な
し

、
そ

の
嘱

託
書

に
よ

り
登

記
の

嘱
託

の
あ

っ
た

登
記

事
項

及
び

当
該

嘱
託

書
の

予
備

欄
に

記
載

さ
れ

た
事

項
に

つ
い

て
は

、
編

綴
の

時
に

そ
の

登
記

が
あ

っ
た

も
の

と
み

な
し

、
そ

の
登

記
の

前
後

は
、

嘱
託

書
の

記
載

の
順

序
に

よ
る
も

の
と

す
る

。

○
自
作
農
創
設
特
別
措
置
登
記
令
施
行
細
則
（
昭
和
2
2
年
司
法
省
令
第
第
2
3
号
・
昭
和
2
7
年
農
地
法
施
行
規
則
に
よ
る
廃
止
前
の
も
の
）

第
４
条

登
記
官
吏
は
、
自
作
農
創
設
特
別
措
置
登
記
令
第
1
0
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
の
嘱
託
書
を
綴
込
帳
に
編
綴
し
た
と
き
は
、
当
該
不
動
産
の
登
記
用
紙
中

表
題

部
欄
外

に
、

自
作

農
創

設
特

別
措

置
法

に
よ
る
買
収
の
あ
つ
た
旨
並
び
に
そ
の
買
収
に
因
る
権
利
の
取
得
の
登

記
の
嘱

託
書

が
編

綴
さ

れ
た

綴
込

帳
の

冊
数

及
び

丁
数

を
表

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
３
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３
国

有
農

地
の

農
耕

貸
付

地
と

売
払

い
等

に
お

け
る

下
限

面
積

要
件

に
つ

い
て

○
自

作
農

の
創

設
等

を
目

的
と

し
て

買
収

し
た

国
有

農
地

等
は

、
生

産
性

の
高

い
農

業
経

営
に

よ
っ

て
効

率
的

に
利

用
さ

れ
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

、
売

払
い

等
の

相
手

方
は

、
農

地
法

に
基

づ
く
下

限
面

積
要

件
等

の
要

件
を

満
た

す
者

と
し

て
る

と
こ

ろ
。

○
現

在
、

耕
作

目
的

で
貸

し
付

け
て

い
る

農
耕

貸
付

地
は

、
買

収
当

時
に

小
作

地
だ

っ
た

農
地

が
大

部
分

で
あ

り
、

こ
れ

は
、

買
収

当
時

に
経

営
規

模
が

零
細

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

小
作

人
へ

の
売

渡
し

が
保

留
さ

れ
、

そ
の

後
も

貸
付

け
を

継
続

し
た

こ
と

に
よ

る
も

の
で

あ
る

。
一

方
で

、
小

作
人

以
外

の
者

に
買

収
後

に
新

規
で

貸
し

付
け

る
場

合
に

お
い

て
は

、
下

限
面

積
要

件
を

満
た

す
者

で
あ

る
こ

と
を

要
件

と
し

て
き

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

○
な

お
、

下
限

面
積

要
件

に
つ

い
て

は
、

平
成

2
1
年

の
農

地
法

改
正

に
よ

り
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
農

業
委

員
会

の
判

断
で

別
段

の
面

積
を

定
め

る
こ

と
が

可
能

で
あ

り
、

平
成

3
0
年

時
点

で
約

6
7
%
の

農
業

委
員

会
等

が
設

定
済

。

買
収
後
に
新
規

貸
付

（
15
ha
）

買
収
前
か
ら
の

継
続
貸
付

（
60
ha
）

買
収
後
、
新
た
に
借
受
け
を

希
望
し
た
者
（
農
地
法
３
条

の
要
件
適
合
者
）
へ
貸
付
け

買
収
時
に
経
営
規
模
が
零
細

な
⼩
作
⼈
に
は
、
売
渡
し
を

保
留
し
継
続
貸
付

75
ha

農
耕
貸
付
地

（
平
成
30
年
度
末
時
点
）

農
耕
貸
付
︓
将
来
、
当
該
貸
付
地
の
売
払
い
が
⾒
込
ま
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
や
、
売
払
い

ま
で
の
間
の
⼀
時
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
都
道
府
県
知
事
が
確
認
し
、
貸

し
付
け
て
い
る
。

○
通
常
の
国
有
財
産
と
同

様
に
売
払
い
を
⾏
う
に

当
た
っ
て
は
、
原
則
と

し
て
競
争
⼊
札
を
実
施

○
申
込
者
が
農
地
法
第
3

条
の
要
件
を
満
た
し
て

い
る
か
を
国
が
確
認

農
耕
貸
付
地
の

売
払
い
⼿
続

農
業
委
員
会
数
合
計

1,
73
7

（
10
0％

）

別
段
の
⾯
積
を
設
定
し
て
い
る

1,
15
9

（
67
％
）

設
定
し
て
い
な
い

57
8

（
33
％
）

地
域
の
実
情
に
応
じ
た
別
段
の
⾯
積

（
下
限
⾯
積
の
特
例
）
の
設
定

【
別
段
の
⾯
積
の
設
定
状
況
（
平
成
30
年
10
⽉
時
点
）
】

○
耕
作
を
⽬
的
と
し
て
農
地
の
権
利
を
取
得
す
る
場
合
、
農
地
法

第
３
条
に
基
づ
く
許
可
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
許
可
要
件
の
１
つ
に

下
限
⾯
積
要
件
が
あ
る
。
（
農
地
の
取
得
後
の
経
営
⾯
積
が
、
原
則

と
し
て
、
都
府
県
50
ａ
、
北
海
道
２
ha
以
上
等
）

○
下
限
⾯
積
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
農
業

委
員
会
の
判
断
で
別
段
の
⾯
積
を
定
め
る
こ
と
が
可
能
。

平
均
規
模
が
⼩
さ
い
地
域
や
担
い
⼿
が
不
⾜
し
て
い
る
地
域
に

お
い
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
設
定

下
限
⾯
積
要
件

４
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